
別添６
参照条文

○ 国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）

※ 平成十九年法律第百八号による改正後の条文。改正法の施行は、平成二十年十二月三十

一日までの間において政令で定める日からとなっている。

（秘密を守る義務）

第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後といえども同様とする。

② 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、

所轄庁の長（退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所

轄庁の長）の許可を要する。

③ 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、こ

れを拒むことができない。

④ 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情

報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査

又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言すること

を人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院

が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた

者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。

⑤ 前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委

員会が行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とある

のは「再就職等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替

えるものとする。

（私企業からの隔離）

第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業（以下営

利企業という。）を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しく

は評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

② 前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人

事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

③ 営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参

加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、

株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。

④ 人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対す

る関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるとき

は、その旨を当該職員に通知することができる。
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⑤ 前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その

通知を受領した日の翌日から起算して六十日以内に、人事院に行政不服審査法に

よる異議申立てをすることができる。

⑥ 第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の異議申立て

のあつた場合について、第九十二条の二の規定は、第四項の通知の取消しの訴え

について、それぞれ準用する。

⑦ 第五項の異議申立てをしなかつた職員及び人事院が異議申立てについて調査し

た結果、通知の内容が正当であると決定せられた職員は、人事院規則の定めると

ころにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しく

は一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

（他の役職員についての依頼等の規制）

第百六条の二 職員は、営利企業等（営利企業及び営利企業以外の法人（国、国際

機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び地方独立行政法人法（平成十五年法

律第百十八号）第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を除く。）をいう。

以下同じ。）に対し、他の職員若しくは特定独立行政法人の役員（以下「役職員」

という。）をその離職後に、若しくは役職員であつた者を、当該営利企業等若し

くはその子法人（当該営利企業等に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関

（株主総会その他これに準ずる機関をいう。）を支配されている法人として政令

で定めるものをいう。以下同じ。）の地位に就かせることを目的として、当該役

職員若しくは役職員であつた者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関す

る情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であつ

た者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若

しくは依頼してはならない。

② 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

一 職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）、船員職業安定法（昭和二十

三年法律第百三十号）その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行

う場合

二 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的とし

て行う場合（独立行政法人通則法第五十四条の二第一項において読み替えて準

用する第四項に規定する退職手当通算予定役員を同条第一項において準用する

次項に規定する退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合

を含む。）

三 官民人材交流センター（以下「センター」という。）の職員が、その職務と

して行う場合

③ 前項第二号の「退職手当通算法人」とは、独立行政法人（独立行政法人通則法

第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）その他特別の法律に

より設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するものの

うち政令で定めるもの（退職手当（これに相当する給付を含む。）に関する規程

において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当
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該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期

間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算するこ

とと定めている法人に限る。）をいう。

④ 第二項第二号の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受け

た者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人（前項に規定する退職手当通算

法人をいう。以下同じ。）の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるた

め退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別

の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定

めるものをいう。

（在職中の求職の規制）

第百六条の三 職員は、利害関係企業等（営利企業等のうち、職員の職務に利害関

係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。）に対し、離職後に

当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に

関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該

地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。

② 前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。

一 退職手当通算予定職員（前条第四項に規定する退職手当通算予定職員をいう。

以下同じ。）が退職手当通算法人に対して行う場合

二 在職する局等組織（国家行政組織法第七条第一項に規定する官房若しくは局、

同法第八条の二に規定する施設等機関その他これらに準ずる国の部局若しくは

機関として政令で定めるもの、これらに相当する特定独立行政法人の組織とし

て政令で定めるもの又は都道府県警察をいう。以下同じ。）の意思決定の権限

を実質的に有しない官職として政令で定めるものに就いている職員が行う場合

三 センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又は

その子法人の地位に就くことに関して職員が行う場合

四 職員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地

位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に

関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束

することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として

政令で定める場合において、政令で定める手続により内閣総理大臣の承認を得

た職員が当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合

③ 前項第四号の規定による内閣総理大臣が承認する権限は、再就職等監視委員会

に委任する。

④ 前項の規定により再就職等監視委員会に委任された権限は、政令で定めるとこ

ろにより、再就職等監察官に委任することができる。

⑤ 再就職等監視委員会が第三項の規定により委任を受けた権限に基づき行う承認

（前項の規定により委任を受けた権限に基づき再就職等監察官が行う承認を含

む。）についての行政不服審査法による不服申立ては、再就職等監視委員会に対

して行うことができる。
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